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１ 次の全てに該当する事業主が対象となります。 

チェック項目（下線部については、以下の「解説」を参照して下さい。） 
チェック

欄 

①   常時雇用する労働者の数が100人以下である。  

②   育児休業取得者を、育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の

取扱いを、申請予定の労働者の復帰より前に、労働協約または就業

規則に規定している。 

 

③  育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家

庭生活との両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のた

めの研修を実施している。 

 

④  雇用する被保険者であって、初めて育児休業を終了した労働者が平

成23年10月１日以降に出た。 
 

⑤   申請予定の労働者について、平成25年３月31日までに育児休業を

終了し、原職等に復帰している。 
 

⑥   雇用する労働者に、連続して６か月以上の育児休業（産後休業の

終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含む）を取得さ

せ、かつ、②の規定に基づき原職等に復帰させた。 

 

⑦  ⑤の該当者を育児休業（産後休業の終了後引き続き育児休業をし

た場合には、産後休業）を開始する日において、雇用保険の被保険者

として雇用していた。 

 

⑧  ⑤の該当者を、原職等復帰（子の１歳の誕生日を超えて休業した場

合は、子の１歳の誕生日）後、引き続き雇用保険の被保険者として、１

年以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用している。 

（注） ただし、就労を予定していた日数に対し、実際に就労した日数（年次有給休暇、母性健

康管理の措置としての休業、産前産後休業、育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休

暇等法に基づき請求できる休業を含む。）の割合が５割に満たない場合は支給対象となり

ません。なお、労働協約または就業規則に規定のある育児または介護のための所定労働

日数の短縮措置により、所定労働日から除外された日は就労を予定していた日数には数

えません。 

 

 

継続就業支援コース 
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【下線部についての解説】 

（１）常時雇用する労働者とは 

常時雇用する労働者の定義（Ｐ５）を参照して下さい。 

（２）育児休業取得者を原職等に復帰させる旨の取扱いの規定例 

代替要員確保コースの解説（２）（Ｐ12）を参照して下さい。 

（３）研修とは 
次のいずれにも該当するものをいいます。 

① 管理職等を含む全ての雇用保険被保険者が受講していること。なお、業務の

都合等やむを得ない事情で研修に出席できなかった者に対しては、研修時の資

料と議事録を配付する等フォローをしていること。 

② 事業所の育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他職業生活と家庭

生活の両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための説明を実施

するもので、以下のような内容を含み、研修時間は２時間以上とすること。 

 ・事業所の育児休業制度等職業生活と家庭生活の両立を支援するための制度、

育児休業中等における待遇や、休業後における賃金、配置その他労働条件に関

する事項についての説明 

 ・制度の申出等具体的な手続の方法 

また、eラーニング（通信手段を利用して行う教育）での受講も含むものであ

るが、メールの配信や文書回覧のみでの対応は含まないこと。 

③ 支給申請日までの過去１年間に１回以上開催したこと。なお、研修を複数回

に分割して実施せざるを得ない場合でも、各回が最低１時間以上実施されてい

る必要があること。 

また、受講者を事業所や職種等毎に分割して実施することは差し支えないが、

雇用する各雇用保険被保険者が２時間以上研修を受ける必要があること。 

（４）育児休業とは 

代替要員確保コースの解説（４）（Ｐ13）を参照して下さい。 

⑨  育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業の制度及び育

児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規

定している。 

 

⑩  一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け

出ている。また、その一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知さ

せるための措置を講じている。 

 

⑪  申請予定の労働者について、「両立支援助成金（子育て期短時間勤

務支援助成金）」を受給していない。 
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（５）産後休業とは 

代替要員確保コースの解説（６）（Ｐ14）を参照して下さい。 

（６）原職等とは 

代替要員確保コースの解説（５）（Ｐ13）を参照して下さい。 

 
（７）育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業の制度及び育児 

のための短時間勤務制度の規定例 
次のホームページをご参照下さい。 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/02.html 

または、都道府県労働局雇用均等室にお問い合わせ下さい。 

 

（８）一般事業主行動計画とは 

 次のホームページをご参照下さい。 

 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html 

または、都道府県労働局雇用均等室にお問い合わせ下さい。 

 

２２２   受受受給給給ででできききるるる額額額   

●最初の支給決定の対象となる育児休業取得者 

：40万円 

●２人目から５人目の支給決定の対象となる育児休業 

取得者                        ：15万円   
※ 本助成金の支給は、１事業主当たり延べ５人（※）までとし、同一の育児休業

取得者についても、再度の支給対象となることができます。（※ただし、支給要

件を満たした労働者がいたものの、支給申請をしていなかった場合でも、その労

働者は５人の中に含みます。） 

 

３３３   受受受給給給ののの手手手続続続ききき   

 支給申請期限 
育児休業取得者の育児休業終了日の翌日（※子の１

歳の到達日を超えて育児休業を取得した場合子の１歳の

誕生日）から起算して１年を経過した日の翌日から２か月

以内 

（平成26年３月31日までに要件を満たした場合は３ヶ

月以内まで申請を受け付けます。） 
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 申請先 
申請事業主の本社等（人事労務管理の機能を有する

部署が属する事業所）の所在地を管轄する都道府県労

働局雇用均等室 

 

 必要書類 
次のすべての提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
① 中小企業両立支援助成金（継続就業支援コース）支給申請書〈【中小／継】様式第１号①②〉 

 

② 実施結果書（【中小／継】様式第２号） 

 

③ 申請事業主において、すべての雇用保険被保険者に対して研修を実施したことが確認できる

次の書類の写し 

 （ア） 提供した教材 

 （イ） 受講者名簿（支給申請書に記載可能な場合は除く。） 

 

④ 労働協約または就業規則（※）の写し 

（ア） 育児休業取得者の原職等への復帰について定めていることが確認できる部分 
（イ） 育児･介護休業法第２条第１号に規定する育児休業制度及び育児のための短時間勤務

制度を定めていることが確認できる部分（なお、育児・介護休業法第２条第１号に規定する

育児休業以外の育児休業についても制度を規定している場合はその部分も含みます。） 

具体的には、本社等及び休業取得者が生じた事業所の労働協約または就業規則の該当部

分の写し。なお、育児休業取得者が生じた事業所以外であって上記就業規則と異なる就業規

則を規定している事業所がある場合には、その労働協約または就業規則の該当部分の写しも

含みます。 

（※）就業規則の作成及び労働基準監督署への届出義務のない常時１０人未満の労働者を

雇用する事業主の場合で、就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文に

より定められており、労働者に周知されていることを確認できる書類（例：労働者代表の署名が

あるもの）を提出してください。 

 

⑤ 育児休業取得者が提出した育児休業申出書の写し 

 

 

 

提 出 書 類 
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⑥ 育児休業取得者の育児休業取得前と復職後それぞれの部署、職務及び所定労働時間、所

定労働日または所定労働日数が確認できる書類 

例：組織図、労働条件通知書または雇入れ通知書（所属、所定労働時間、就労予定日数等

が確認できるもの）、就業規則（所定労働時間が確認できる部分）、企業カレンダーなど 

 

⑦ 対象育児休業取得者の育児休業期間、育児休業終了後それぞれの就労実績が確認できる

書類 

例：育児休業取得者の出勤簿、タイムカード、賃金台帳、対象育児休業取得者が在宅勤務で

ある場合業務日報等）（育児休業期間分及び育児休業終了以降申請日の属する月まで

の分） 

 

⑧ 育児休業取得者に育児休業に係る子がいることを確認できる書類の写し 

例：母子健康手帳の子の出生を証明する該当部分、健康保険証（子が対象育児休業取得者

の被扶養者である場合）など 

 

⑨ 公表及び周知が義務づけられる前に、一般事業主行動計画が策定されている事業主につい

ては、自社のホームページの画面を印刷した書類等一般事業主行動計画の公表及び労働者

への周知を行っていることを明らかにする書類 

 

⑩ 支給要件確認申立書（共通要領様式第１号） 

提 出 書 類 （続き） 


